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（１）将来人口の見通し 

① 国立社会保障・人口問題研究所の推計人口 

・今後も人口減少が続き、市全体の人口は令和 27 年（2045 年）には約 71,800 人（約

18,500 人減）になると見込まれています。 

・高齢化率は今後 30 年間で約 13％増加し、令和 27 年（2045 年）には 37.9％に達する

と見込まれています。 
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図 総人口・年齢階層別人口の推移と見通し 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所平成 30年（2018 年）３月予測） 

 

２－２ 人口の将来見通しに関する分析 
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② 都市計画マスタープランの目標人口 

・【改定】坂井市都市計画マスタープラン（令和２年（2020 年）３月改定）では、第二

次坂井市総合計画と整合を図るものとし、目標年次の令和 12 年（2030 年）における

目標人口を 85,400 人と設定しています。 

 

 
 
 
 

図 将来目標人口の設定 

（出典：【改定】坂井市都市計画マスタープラン） 
 

 

【将来人口推計の設定条件】 

・合計特殊出生率が 2030 年に 1.8 にまで回復 

・社会動態に対し年間 100 人の押し上げ効果が継続 

資料：国勢調査（実績値） 
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③ 坂井市人口ビジョンでの人口の将来展望 

・令和２年３月に改訂した坂井市人口ビジョンでは、出生数の増加を図るとともに、

転出を抑え転入の増加を図ることにより、令和 42 年（2060 年）における人口は

72,400 人程度を維持することを展望しています。 

 

図 坂井市人口ビジョンでの人口の将来展望 

（出典：坂井市人口ビジョン（令和２年（2020 年）３月改訂）） 
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（２）小地域別の将来人口の見通し 

① 小地域別の人口増減の見通し 

・小地域別の人口動態を見ると、平成 27 年（2015 年）から令和 27 年（2045 年）まで

の 30 年間で、市街地内外に関わらずほとんどの地区で人口が減少しており、三国駅

や丸岡駅など、用途地域内の鉄道駅周辺でも 30％以上の減少となっています。 

・人口の増加していた用途地域隣接部や郊外での宅地開発が行われた地域でも人口が

減少する見通しとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小地域別の人口増減率の予測（平成 27 年（2015 年）～令和 27 年（2045 年）） 

 

 

市平均：20.5％減 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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② 小地域別の人口密度の見通し 

・人口減少に伴い、市街地全体で人口密度が低下しています。 

・人口密度が 40 人/ha を超える地域は、春江市街地に集積しており、その他の市街地

ではまとまった集積は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小地域別の人口密度の予測（令和 27年（2045 年）） 

 

表 人口密度の推移と推計結果 

 

駅勢圏（半径 800ｍ） 

面積

（ha）

Ｈ17人口

（人）

Ｈ17人口密度

（人/ha）

Ｈ27人口

（人）

Ｈ27人口密度

（人/ha）

R27人口

（人）

R27人口密度

（人/ha）

20,967 92,318 4.4 90,280 4.3 71,802 3.4

1,786 38,395 21.5 36,944 20.7 29,002 16.2

三国町 1,040 13,279 12.8 12,185 11.7 9,062 8.7

丸岡町 404 12,883 31.9 12,443 30.8 9,878 24.5

春江町 207 9,444 45.6 9,692 46.8 7,961 38.5

坂井町 135 2,789 20.7 2,624 19.4 2,100 15.6

19,181 53,923 2.8 53,336 2.8 42,800 2.2

※１：人口は国勢調査の小地域別人口の積み上げ（一部、用途地域内外に按分）による

※２：用途地域外には都市計画区域外を含む

坂井市全体

用途地域内

用途地域外
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③ 小地域別の高齢化率の見通し 

・平成 27 年（2015 年）から令和 27 年（2045 年）までの 30 年間で、市全体で高齢化

率が高くなっています。 

・三国駅や丸岡駅の周辺で高齢化率が 40％を超える地域が多く、50％以上の地域も見

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小地域別の高齢化率の予測（令和 27年（2045 年）） 

 

市平均：37.9％ 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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（１）公共交通の利便性、持続可能性 

① 公共交通の利便性 

ア）公共交通の空白地域 

・坂井市では、ＪＲ北陸本線、えちぜん鉄道三国芦原線が市域の中央を縦貫しており、

市内の鉄道駅はそれぞれ２駅、９駅設置されています。 

・コミュニティバスぐるっと坂井が市内の各地域をきめ細かく運行していることから、

公共交通の空白地域は極めて少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通のカバーエリア 

２－３ 現状及び将来見通しにおける都市構造上の課題 

駅勢圏（半径 800ｍ） 

バス停圏（半径 300ｍ） 
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イ）公共交通の利便性 

・ＪＲ北陸本線、及びえちぜん鉄道三国芦原線の市内各駅の運行本数は１日 30 便以上

となっており、基幹的公共交通路線としての役割を果たしています。 

・バスについては、各市街地の中心部での運行頻度が高くなっています。 

・バス停別にみると、三国駅前、いねす、坂井市役所、丸岡バスターミナルなどで 30

便/日以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の利便性 

 

・公共交通のサービスレベルを踏まえて、①鉄道駅やバス停の利用圏域に含まれるか、

②１日あたりのバスの運行便数は何便か を指標として公共交通の利便性による地

域区分を設定します。 

表 公共交通の利便性による地域区分 

 

バス 

バス停から 300ｍ圏内 
バス停から 

300ｍ圏外 
運行便数 10 回/日 

（往復）以上 

運行便数 10 回/日 

（往復）未満 

鉄道 
駅から 800ｍ圏内 公共交通便利地域 

駅から 800ｍ圏外 公共交通便利地域 公共交通不便地域 公共交通空白地域 

1～4 便/日 

5～9 便/日 

10～19 便/日 

20～29 便/日 

30 便/日以上 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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② 公共交通の持続可能性 

ア）公共交通の利便性と地域別人口減少率 

・公共交通の利便性の高い地域のほとんどで人口減少が予測されており、各市街地内

で人口が 20％以上減少すると予測される地域のほぼすべてが公共交通利便地域に含

まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の利便性と将来の人口増減の予測 

（平成 27年（2015 年）～令和 27年（2045 年）） 

バス 10 便/日以上 

バス 1～9 便/日 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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イ）公共交通の利便性と地域別人口密度 

・公共交通の利便性の高い地域のほとんどで人口密度の低下が予測されていますが、

各市街地内で人口密度が 40 人/ha 以上と予測される地域のほぼすべてが公共交通利

便地域に含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の利便性と将来の人口密度の予測（令和 27 年（2045 年）） 

バス 10 便/日以上 

バス 1～9 便/日 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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（２）生活サービス施設の利便性、持続可能性 

① 生活サービス施設の圏域人口 

・用途地域内の生活サービス施設の徒歩圏人口はいずれも減少し、カバー率（800ｍ圏

内人口／用途内人口）も低下することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

図 生活サービス施設の徒歩圏人口とカバー率の現況と見通し（用途地域内を対象） 

（商業施設：スーパー等、福祉施設：通所系・訪問系・小規模多機能施設、医療施設：病院・診療所（内科又は外科）） 

 

・国立社会保障・人口問題研究所による推計通りに、今後 30 年間で総人口が約２万人

減少した場合（Ｈ27：約 9.0 万人 ⇒ Ｒ27：約 7.2 万人）、必要とされる圏域人口か

ら試算すると、以下のように多くの生活サービス施設の流出・撤退が懸念されます。 

表 必要とされる圏域人口から試算される余剰施設数 

施設分類 
必要とされる圏域人口 

（国土交通省資料を参照） 
余剰施設数 

コンビニエンスストア 約 3,000 人 ６施設 

地区診療所 

高齢者向け住宅 

訪問系サービス 

約 5,000 人 各４施設 

デイサービスセンター 

食品スーパー 
約 10,000 人 各２施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 利用人口と都市機能（資料：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省）） 
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図 医療施設の利便性 
 
 

■医療施設の利便性

② 生活サービス施設の利便性 

【医療施設】 ・医療施設の多くは人口の集積して

いる市街地に集中していますが、

施設周辺においても人口密度の低

下が見込まれています。 

徒歩圏（半径 500ｍ） 

平成 27 年（2015 年） 

令和 27 年（2045 年） 

図 医療施設の利便性 
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図 医療施設の利便性 
 
 

■医療施設の利便性

【高齢者福祉施設】 

・高齢者福祉施設は、住居系の市街

地を概ねカバーしていますが、施

設周辺では人口密度の低下が見込

まれています。 

徒歩圏（半径 500ｍ） 

平成 27 年（2015 年） 

令和 27 年（2045 年） 

図 高齢者福祉施設の利便性 
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図 医療施設の利便性 
 
 

■医療施設の利便性

徒歩圏（半径 500ｍ） 

平成 27 年（2015 年） 

令和 27 年（2045 年） 

【商業施設】 

・商業施設は、市街地を概ねカバー

しており、市街地外においても幹

線道路沿道などで立地が見られま

す。医療施設、高齢者福祉施設と

同様に施設周辺での人口密度の低

下が見込まれています。 

スーパー等 

ドラッグストア 

コンビニエンスストア 

図 商業施設の利便性 
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③ 生活サービス施設の持続可能性 

・生活サービス施設の多くは、市街地の公共交通の利便性の高い場所に立地していま

すが、大規模商業施設の一部は市街地外の幹線道路沿いに立地しています。 

・福祉施設やコンビニエンスストアについては、市街地外の利便性の低い場所での立

地もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共交通の利便性と生活サービス施設の立地状況 

 

図 公共交通の利便性と生活サービス施設の立地状況 
 

図 公共交通の利便性別の生活サービス施設数 

施設区分 圏域 
公共交通の利便性 

便利地域 不便地域 空白地域 合計 

診療所 
用途地域内 11 3 0 14 

用途地域外 6 4 0 10 

福祉施設 
用途地域内 22 8 0 30 

用途地域外 25 17 7 49 

スーパー・ 

ドラッグストア 

用途地域内 12 4 0 16 

用途地域外 5 7 1 13 

コンビニエンスストア 
用途地域内 8 5 1 14 

用途地域外 7 8 5 20 

合計 
用途地域内 53 20 1 74 

用途地域外 43 36 13 92 

※都市計画区域内を対象 

スーパー等 

ドラッグストア 

コンビニエンスストア 

高齢者福祉施設 

バス 10 便/日以上 

バス 1～9 便/日 

駅勢圏（半径 800ｍ） 
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① 高齢者の公共交通の利便性 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 医療施設の利便性 
 
 

■医療施設の利便性

平成 27 年（2015 年） 

令和 27 年（2045 年） 

図 公共交通の利便性と高齢化率 

バス 10 便/日以上 

バス 1～9 便/日 

駅勢圏（半径 800ｍ） 

・令和 27 年（2045 年）の高齢化率

は、公共交通の利便性の高い区域

のほぼ全域で 30％以上になると

見込まれています。 

（３）高齢者の福祉、健康 
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② 高齢者の福祉施設の利便性 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 医療施設の利便性 
 
 

■医療施設の利便性

平成 27 年（2015 年） 

令和 27 年（2045 年） 

図 福祉施設の利用圏域と高齢化率 

・令和 27 年（2045 年）の高齢化率

は、福祉施設の利用圏域のほぼ全

域で 30％以上になると見込まれ

ています。 

徒歩圏（半径 500ｍ） 
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（４）災害等に対する安全性 

① 災害危険箇所と人口増減 

・人口増加が見込まれる地域は限定されますが、その多くが浸水想定区域に指定され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害危険箇所と将来人口増減の予測 

（平成 27年（2015 年）～令和 27年（2045 年）） 

 想定最大規模による浸水深 

※用途地域内のみを表示 
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② 災害危険箇所と高齢化率 

・高齢化率が 40％以上に達すると見込まれている地域の多くが浸水想定区域に含まれ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害危険箇所と将来高齢化率の予測（令和 27 年（2045 年）） 

 

 

 想定最大規模による浸水深 

※用途地域内のみを表示 



- 83 - 

（５）坂井市の解決すべき都市の課題  

・坂井市の現状及び将来の見通し等を勘案すると、解決すべき都市の課題は次のように整理されます。 

※（ ）は参照ページ 

 

 

 

 

 

 

・人口減少、高齢化などにより、民生費が増加する一

方、投資的経費は減少傾向（ｐ59） 

・10 年後には公共施設の 75％が築 30 年以上（大規模改

修の目安）を迎える（ｐ60） 

・インフラの更新費用、維持管理費の増大が懸念 

・生産年齢人口の減少に伴い税収が減少し、今後とも厳し

い財政状況が続くことが懸念 

財

政 

【現況及び将来の見通し】 【解決すべき都市の課題】 

人

口

・

高

齢

化 

・平成 22年をピークに人口は減少（ｐ14～16） 

・30 年後には約 71,800 人まで減少する見通し（ｐ64） 

・高齢者数は令和 27 年（2045 年）までに約 4,000 人増加

する見通し（ｐ64） 

・鉄道駅周辺などの市街地中心部でも人口減少・高齢化

が進行（ｐ67～69） 

 

・地域活動を維持するための活力の低下、コミュニティの

衰退 

・目標人口の実現には定住や移住の促進が不可欠 

・高齢化による医療・福祉サービス需要の増加 

② 市街地の拡散、公共交通サービスの低下等による

移動の利便性の低下 

・高齢化の進展などにより、自分で車を運転できない

人が増加すると予測されていますが、用途地域外へ

の都市的土地利用が拡散しつつあり、日常生活圏域

が拡大することにより、車を運転できない人の移動

の利便性が低下することが懸念されています。 

・コミュニティバスは市内をきめ細かく運行していま

すが、朝夕の運行が中心となっており、日中におけ

る便数は限られています。 

・一方、民間による路線バスは、利用者の減少によ

り、運行本数の削減、運行ルートの縮小など、サー

ビス水準の低下が進みつつあります。 

・車に過度に依存した交通体系からの転換が求められ

ています。 

・自動車分担率が 79％と高い（通勤目的：91％）（ｐ27） 

・コミュニティバスがきめ細かく運行（ｐ31～32） 

・公共交通の利便性の高い地域でも人口が減少（ｐ71～
73） 

・公共交通の利用者減少によるサービス水準の低下、運行

ルートの縮小等が懸念 

・点在する市街地間、市街地と各集落間の移動の利便性の

低下 

公

共

交

通 

・生活サービス施設の一部は市街地外に立地（ｐ75～77） 

・生活サービス施設周辺でも人口が減少する見通し（ｐ74） 

・利用者の減少により、現在の生活サービス施設の維持が

困難になることが懸念 

・生活サービス施設の利便性の低下 

都
市
施
設 

土

地

利

用 

・開発許可・農地転用などの開発は市街地外で顕著（近

年は沈静化）（ｐ23～25） 

・市街地内にも約７％の農地が残存（ｐ18～19） 

・特に用途地域縁辺部でのスプロール化、幹線道路沿道

への商業機能の流出が進行（ｐ20～22） 

 

・市街地外での優良農地の喪失 

・中心市街地の空洞化や活力・魅力の低下 

・更なる都市のスポンジ化の進行が懸念 

・地形上、丸岡・春江市街地のほぼ全域、坂井市街地の

一部が浸水想定区域に指定（ｐ35～36） 

・市街地内でも山すその一部が土砂災害警戒区域、急傾

斜地崩壊危険区域に指定（ｐ37～38） 

・地球温暖化や気候変動に伴う災害リスクの増大 

・災害危険区域への居住誘導のあり方に際して慎重な検討

が必要 

災

害 

① 現在の居住地における暮らしやすさ・安全性等の

低下 

・老朽化した公共施設が一斉に改修・更新時期を迎え

ることが見込まれるため、計画的な対応が求められ

ています。 

・市街地内の生活サービス施設周辺でも人口減少が見

込まれ、利用者の減少により、サービス施設の維持

が困難になり、暮らしやすさ、生活の質が低下する

ことが懸念されています。 

・若い世代の人口減少により、地域コミュニティの衰

退、ひいては都市の活力が低下することも懸念され

ます。 

・市街地においても、河川の氾濫や津波による浸水、

土砂災害の危険性のある区域が多く指定されてお

り、全国的な災害リスクの高まりにより、安全性が

低下するおそれがあります。 

・災害危険区域への居住誘導にあたっては、安全なま

ちづくりのための対策が不可欠となっています。 


